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６５
歳
以
上
の
か
た（
第
１
号
被
保
険
者
）

の
介
護
保
険
料
は
、
市
が
介
護
保
険
を
運

営
す
る
た
め
に
か
か
る
費
用
（
利
用
者
負

担
分
を
除
く
）
に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

ま
た
、
一
人
ひ
と
り
の
保
険
料
は
、
低

所
得
の
か
た
に
大
き
な
負
担
と
な
ら
な
い

よ
う
５
つ
の
所
得
段
階
別
に
計
算
さ
れ
ま

す
。

※
こ
こ
で
い
う
年
金
に
は
、
老
齢
福
祉
年
金
、

遺
族
年
金
、障
害
年
金
、恩
給
を
含
み
ま
せ
ん
。

た
だ
し
次
の
か
た
は
普
通
徴
収
で
す
。
納

付
書
で
保
険
料
を
納
め
て
く
だ
さ
い
。

・
年
度
の
途
中
で
６５
歳
に
な
っ
た

・
年
度
の
途
中
で
他
の
市
区
町
村
か
ら
転

入
し
た

・
年
度
の
途
中
で
所
得
段
階（
年
額
保
険

料
）が
変
わ
っ
た

・
４
月
１
日（
年
度
は
じ
め
）に
は
年
金
を

受
給
し
て
い
な
か
っ
た

老
齢（
退
職
）年
金
が

年
額
１８
万
円
以
上
の
か
た
…
特
別
徴
収

年
金
受
給
時
に
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。

保
険
料
の
納
付
書
、
預
貯
金
通
帳
、
通

帳
の
届
け
出
印
を
持
っ
て
、
金
融
機
関

ま
た
は
郵
便
局
の
窓
口
へ
ど
う
ぞ
。

老
齢（
退
職
）年
金
が

年
額
１８
万
円
未
満
の
か
た
…
普
通
徴
収

納
付
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

窓
口
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

これまでは

基準額×０．５
年額１６，７１０円

基準額×０．７５
年額２５，０６５円

基準額
年額３３，４２０円

基準額×１．２５
年額４１，７７５円

基準額×１．５
年額５０，１３０円

新 保 険 料

基準額×０．４
年額１７，７７４円

基準額×０．６５
年額２８，８８３円

基準額
年額４４，４３６円

基準額×１．３６
年額６０，４３２円

基準額×１．６６
年額７３，７６３円

対 象（６５歳以上のかたのうち）

・生活保護の受給者
・老齢福祉年金の受給者であって、本人ととも
に世帯全員が市民税非課税のかた

・本人とともに世帯全員が市民税非課税のかた

・世帯のどなたかに市民税が課税されているが、

本人は市民税非課税のかた

・本人に市民税が課税されていて、前年の合計

所得金額が２００万円未満のかた

・本人に市民税が課税されていて、前年の合計

所得金額が２００万円以上のかた

段 階

第１段階
第２段階
第３段階
第４段階
第５段階

保
険
料
は
ど
う
や
っ
て
納
め
る
の
…
年
金
額
に
よ
っ
て
２
通
り
あ
り
ま
す
。

・保険料基準額が年額で１１，０１６円、月額では９１８円の増額となりました。
・基準所得金額がこれまでの２５０万円から２００万円に引き下げられました。
・低所得者へ配慮し、第１・２段階負担割合をさらに軽減し、基準額に対する倍率を
これまでよりさらに０．１ずつ引き下げました。

は

第１号
被保険
者 数

介護保険料基準額

÷
介護保険制度の運営にかかる費
用のうち、第１号被保険者負担
分（法定負担割合として約１８％）

（年 額）

３６５日２４時間 無料 のの
ここちちららへへ。。基基幹幹型型在在宅宅介介護護支支援援

セセンンタターーをを除除くく ））（（
在在宅宅介介護護のの電電話話相相談談はは

広報大館２００３．４．１

こ
こ
が
違
う

�


